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１ 医療介護総合確保推進法

2

（地域における医療及び介護の総合的な確保を
推進するための関係法律の整備等に関する法律）



地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革

改革の目的： 今回の医療・介護の改革は、プログラム法の規定に基づき、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを
地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実現し、患者の早期の社
会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすること

■医療及び介護サービスの整合的な計画の策定と、医療・介護を対象とした新たな財政支援制度
・都道府県が策定する医療計画と介護保険事業計画を、一体的・強い整合性を持った形で策定（両者を包括する基本的な方針）
・消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（各都道府県に基金を設置）を法定化（医療・介護とも対象）

■地域での効率的・質の高い医療の確保
○病床の機能分化・連携
・ 各医療機関が医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）を
都道府県に報告

・ 都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能の必要量等を含む
地域の医療提供体制の将来のあるべき姿(地域医療構想（ビジョン）)を策定

・ 地域医療構想（ビジョン）は、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の
協議により推進することを基本。なお、医療機関相互の協議の合意
に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処措置を講ずる

○有床診療所等の役割の位置づけ
・ 病床機能報告制度及び地域医療構想（ビジョン）の導入を踏まえ、国、
地方公共団体、病院、国民（患者）と併せ、有床診療所の役割・責務に
ついて、医療法に位置づける。

○在宅医療の推進、介護との連携

■地域包括ケアシステムの構築
○地域支援事業の充実
①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの充実・強化
*前回改正による24時間対応の定期巡回サービスをはじめ、介護サービ

スの充実・普及を推進

○全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化

○特別養護老人ホームの「新規」入所者を、原則、要介護３
以上に重点化 *要介護1・2でも一定の場合には入所可能

■持続可能な介護保険制度
の構築 （費用負担の公平化）

○低所得者の保険料の軽減割合を
拡大
*給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を
投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡
大

○一定以上の所得のある利用者の
自己負担を引上げ

○低所得の施設利用者の食費・居住
費を補填する「補足給付」の要件に
資産などを追加

■医療・介護従事者の確保
○医師確保支援を行う地域医療支援セン

ターの機能の位置づけ

○看護師等免許保持者に対して、ナースセ
ンターへの届出制度を創設

○医療機関の勤務環境改善
*指針の策定、都道府県で取組を支援する仕組み

○臨床修練制度の高度な医療技術を有する
外国医師への拡充

○歯科技工士国家試験の全国統一化

○介護従事者の確保
*上記基金による対応、27年度介護報酬改
定で検討

効率的かつ質の高い医療提供体制の構築 地域包括ケアシステムの構築

サービス
の充実

基金

○介護従事者の確保

*上記基金による対応、27年度介護報酬改

定で検討

■地域での効率的・質の高い医療の確保
○医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ
○医療法人制度に係る見直し
・持ち分なし医療法人への移行促進策を創設（移行計画の策定等）
・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする。

○臨床研究中核病院の位置づけ

■チーム医療の推進
○診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行

う看護師の研修制度を新設
○診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲又は

業務実施体制の見直し

サービス充実の
基盤制度の整備

計画
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２．健康づくり推進本部
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『健康づくり推進本部』の設置

１．設置趣旨

平成２５年６月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」において、戦略市場創造プランの柱の一つ
として、『国民の「健康寿命」の延伸』がテーマとして掲げられている。『国民の健康寿命が延伸する
社会』を目指すに当たっては、予防サービスの充実等により、国民の医療・介護需要の増大をできる
限り抑えつつ、より質の高い医療・介護を提供する必要があるなど、部局横断的な連携が求められ
ることから、健康づくり全般を総合的に推進するため、厚生労働省に、健康づくり推進本部（以下「本
部」という。）を設置するもの。

２．構成員
（本部）
本部長；厚生労働大臣
本部長代理；厚生労働副大臣及び大臣政務官
副本部長；事務次官及び厚生労働審議官

本部員；医政局長、健康局長、医薬食品局長、労働基準局長、職業安定局長、雇用均等・児童家庭
局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長、保険局長、政策統括官（社会
保障担当）

（幹事会）
幹事長；健康局長
幹事長代理；保険局長
幹事；各局課長
※ 幹事長は、必要に応じ、幹事会の下に作業グループを設置することができる。

（平成25年9月17日）
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①高齢者への介護予防等の更なる推進

○高齢者の特性を踏まえた健診・保健指導とするため、専門家による科学的知見からの検討及び保険者等による検討を行い（平成27年・28年度）、
その結果を踏まえ事業実施（平成30年度～）。

○重複・頻回受診者等への訪問指導等を通じた適正化の推進（平成26年度～）

○体操などを行う住民運営の通いの場の充実を図るとともに（平成26年度～）、リハビリ専門職等を活かした介護予防の機能強化を実施し（平成27
年度～）、地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組の充実

＜ＫＰＩの例＞重複・頻回受診者及び重複投薬者等への訪問指導実施保険者の割合 100％（平成30年度）

＜ＫＰＩの例＞介護予防に資する住民主体の活動の実施状況 前年度以上（当面）

○KDB等を活用したデータに基づく保健事業の実施（平成26年度～）
○保健・医療・介護の関連情報を広く共有（見える化）するためのシステムについて、試行的システムの運用を開始（平成26年度～）、

その後、正式運用を開始し段階的に改良を実施（平成27年度～）。

＜ＫＰＩの例＞
地域包括ケア「見える化」システムについて、
・利用する保険者の割合 80％（平成28年度）
・地方自治体が閲覧可能な指標数 70（平成28年度）

保健事業

介護予防事業

データの利活用の推進

②生涯現役社会の実現に向けた検討

○高齢者の就労・社会参加等に係るモデル的事業の実施（平成26年度～）、モデル的事業の評価・検証及び取組の普及啓発（平成27年度～）、
高齢者の就労・社会参加等に係る取組の全国的な展開（平成29年度～）。
＜ＫＰＩの例＞事業の実施による就労者数、ボランティアの参加者数等モデル的事業の評価を踏まえて今後検討。

健康づくり推進本部の各ワーキングチームにおける施策に係る工程表及び目標について（概要）

１月22日の第２回健康づくり推進本部において、５つのワーキングチームから検討状況の報告を行ったところであり、それらの

検討内容を実行に移していくに当たり、ワーキングチームごとに工程表を作成して今後の工程及び目標を定め、計画的に取組を
進めていくこととする。

※以下は工程表記載事項及びＫＰＩの主なもの

高齢者の就労・社会参加等に係るモデル的取組の推進

平成26年4月11日第3回推進本部資料
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③地域職域連携の推進等による特定健診・がん検診の受診率向上等

○特定健診の協会けんぽ被保険者対策として、データを活用した保険者から企業への働きかけ、中小企業トップによる健康経営宣言の推進など、事

業者から保険者へのデータ提供を促すため、事業者の問題意識を醸成するための取組を検討し、可能なものから随時実施（平成26年度～）

○特定健診の被用者保険被扶養者対策として、保険者による特定健診の受診意欲を高める健診項目の追加や健診受診に係る利便性の向上策等を

実施（平成26年度～）。実施状況を踏まえ、更なる被扶養者への働きかけ方策を検討（平成29年度～）。また国民健康保険（市町村）への委託の推

進（平成26年度～）

○大腸がん検診無料クーポン券等配布事業の実施（～平成27年度）、その後、事業の状況や効果を評価し、効率的・効果的な受診勧奨を検討・実施
（平成28年度～）

○インセンティブ付与の取組の検討・推進（平成26年度～）
○各保険者によるデータヘルス計画の作成を推進（平成26年度中）。データヘルス事業の中で健康に係る個人への意識付けを進める（平成26年度～）。

また、保険者と事業者が連携した保健事業の取組等の事例集を作成・公表し、保険者と事業者の連携（コラボヘルス）を推進（平成27～28年度）

＜ＫＰＩの例＞がん検診受診率50％（胃・肺・大腸は当面40％）（平成28年度）

＜ＫＰＩの例＞全体の特定健診受診率を70％（平成29年度）

特定健診

インセンティブ付与・データヘルス

○糖尿病患者等に対する歯科保健サービスの実施及びその効果検証の実施（平成26年度～）
○保険者によるデータヘルス事業等の中で歯科保健の取組を推進する（平成26年度～）とともに、歯科保健サービスの実施による生活習慣病への

効果を検証し（平成26年度～）、その結果を踏まえ、更なる歯科保健対策を検討・実施

○「スマート・ライフ・プロジェクト（ＳＬＰ）」を活用した特定健診等の受診啓発（平成26年度～）

○糖尿病性腎症重症化予防の取組の推進（平成26年度～）

歯科検診

がん検診

特定健診・がん検診に関する広報・キャンペーンの推進

生活習慣病重症化予防に係る取組の推進

＜ＫＰＩの例＞全ての保険者でデータヘルス計画を策定（平成26年度）
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⑤医療資源の有効活用に向けた取組の推進

○「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」に基づき以下を実施し、平成29年度以降はさらなる使用促進に向けた検討・取組を実施
・後発医薬品の安定供給について再周知（平成26年度）及び国による安定供給等の問題事例に対する指導・安定供給に関する苦情の収集（平成26年度～）

・立入検査による指導・品質確認検査等の事業を実施し（平成26年度）、その後は一斉監視指導を継続（平成27年度～）

・被保険者への差額通知、後発医薬品希望シールの配布等、保険者による取組推進（平成27年度～）

・ロードマップ実施状況のモニタリング（平成26年度以降毎年度）

＜ＫＰＩの例＞後発医薬品の数量シェア 60％以上（平成30年３月）

○「世界最先端ＩＴ国家創造宣言（平成25年６月14日閣議決定）」をベースとして取組を実施
・ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備の推進（平成27・28年度）

・お薬手帳の電子化の有用性の普及・啓発等（平成26～28年度）

・保険者による重複・頻回受診者及び重複投薬者等への訪問指導の実施への支援（平成26年度～）

＜ＫＰＩの例＞重複・頻回受診者及び重複投薬者等への訪問指導実施保険者の割合 100％（平成30年度）

後発医薬品のさらなる使用促進

ICT活用による重複受診・重複検査等の防止

④地域・職域におけるこころの健康づくりの推進

○各種相談員に対するメンタルヘルスに関する研修の方法及び関係機関との連携について検討（平成26年度～）

○地域別のデータ（自殺者数等）の活用方法について検討し、データを周知（平成26年度～）

○地域・職域連携推進事業関係者会議でメンタルヘルス対策に係る行政の動きや、自治体が実施している地域・職域連携推進事業の取組事例等を紹

介（平成26年度～）

○保険者協議会でメンタルヘルスに係る医療費分析の実施及び地域保健・被用者保険間で、分析結果と問題意識の共有（平成26年度～）
＜ＫＰＩの例＞気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少

＜ＫＰＩの例＞全ての保険者協議会において、メンタルヘルスに係る医療費分析を実施（平成29年度、再掲)

地域におけるこころの健康づくり

職域におけるこころの健康づくり

○現在国会審議中の安衛法改正案が成立した際には施行に向けて検討（平成26・27年度）

○医療保険者が、レセプトデータ等を活用し、事業者が行うメンタルヘルス対策を支援することを推進（平成26年度～）

○産業医等産業保健スタッフと、専門相談機関・医療機関などとの連携について検討（平成26年度～）
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３．宿泊型新保健指導プログラム
（仮称）
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宿泊型新保健指導プログラム（仮称）の位置付け

「日本再興戦略」改訂2014 －未来への挑戦－
（平成26年6月24日閣議決定）

二．戦略市場創造プラン

・ 糖尿病予備群等を対象
・ ホテル・旅館などの地元観光資源等を活用
・ プログラムを年度内に開発し、試行事業等を経た上で

普及を促進

テーマ１ 国民の「健康寿命」の延伸

（３）新たに講ずべき具体的施策

②ヘルスケア産業を担う民間事業者等が創意工夫を
発揮できる市場環境の整備

第二 ３つのアクションプラン
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宿泊型新保健指導プログラム（仮称）の創設

〈メリット〉
①快適な環境でやる気向上
②集中的な保健指導で効果向上
③将来的な重症化を予防

糖尿病の例

対象者：2050万人
医療費：1.2兆円

(例) 3日間コース6万円
5日間コース10万円

患者数
270万人

②糖尿病が
強く疑われる

680万人

(HbA1c >6.5%)

特
定
健
康
診
査 健康増進施設・保養所・ホテル・旅館

（企業や健保組合の保養所、都心部・保養地の ホテ
ル・旅館を活性化）

健
康
観
光
産
業

全体パッケージ（イメージ）

①糖尿病の
可能性が 否

定できない
1,100万人

(HbA1c >6.0%)

健康・観光産業の発展、健康増進、
医療費適正化を同時に実現

医師 保健師 管理栄養士 健康運動指導士
理学療法士 作業療法士 etc

など

地元医師会や
自治体との連携

旅館

※医療保険者の保健事業（特定
保健指導等）又は企業の福利厚
生として一部費用を助成

保健指導プログラム

スポーツ、観光などのオプション

（一部）
教育入院
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スケジュール（案）

平成２６年度 ・保健指導プログラム（案）の検討
（厚生労働科学研究班による研究）

平成２７年度 ・研究成果を踏まえた試行事業

平成２８年度以降 ・普及促進に向けた取組（予定）

12



４．特定健診・がん検診受診率
向上に役立つ好事例集

13



特定健診・がん検診受診率向上に役立つ好事例集

平成25年９月～
厚生労働省「健康づくり大キャンペーン」

「健康づくり推進本部」（本部長：厚生労働大臣）
⇒５つのワーキングチーム：

それぞれのミッションについて、組織横断的な
取組を検討

ワーキングチーム③「地域・職域連携の推進等による
特定健診・がん検診の受診率向上」

地域保健総合推進事業の中で、すでに成果をあげて
いる地方自治体や保険者の効果的な取組についてヒ
アリング調査を実施

①山梨県甲州市
②福井県高浜町
③北海道函館市
④協会けんぽ滋賀支部
⑤神奈川県
⑥静岡県

取組内容及び成功
要因等を報告書に
まとめることで、取
組の推進を目指す

14

http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h25_03.pdf

参考：日本公衆衛生協会

平成２６年度は、「特定保健指導実施率向上に役立つ好事例集（仮称）」を作成予定
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５．特定健診・保健指導の医療費適正
化効果等の検証のためのワーキング

グループ 中間取りまとめ

21



○ 特定健診・保健指導による検査値の改善状況や行動変容への影響、医療費適正化効果等を検証するため、「保険者
による健診・保健指導等に関する検討会」の下に、有識者により構成されるワーキンググループを設置し、レセプト
情報・特定健康診査等情報データベース（NDB）を活用しつつ、これまで検討を行ってきた（平成25年３月から計
６回開催）。

＜ワーキンググループ構成員＞（50音順・敬称略）
北村 明彦 大阪大学大学院医学系研究科准教授 多田羅 浩三 一般財団法人日本公衆衛生協会会長
津下 一代 あいち健康の森健康科学総合センター長 福田 敬 国立保健医療科学院統括研究官
三浦 克之 滋賀医科大学教授

○ 今回、平成20年度から23年度の特定健診等の4年間分のデータを用いて、特定健診・保健指導による検査値の改善
状況及び喫煙行動の影響について、当該ワーキンググループで中間的な結果として取りまとめた。

なお、特定健診・保健指導による医療費適正化効果については、平成26年度中に検討を行い、その結果を取りまと
める予定である。

【参考】
○特定健診・・・ 医療保険者（国民健康保険、被用者保険）が40歳から74歳の加入者（被保険者・被扶養者）を対象

として、毎年度、計画的に実施する、メタボリックシンドロームに着目した検査項目での健康診査
のこと。

○特定保健指導・・・医療保険者が特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計画的に
実施する保健指導のこと。特定健診の結果に基づき、腹囲以外の追加リスクの多少と喫煙歴の有
無により、積極的支援の対象者と動機付け支援の対象者に階層化される。

特定健診・保健指導の効果検証の概要

特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のための
ワーキンググループ 中間取りまとめ（案）概要

平成26年4月18日

第12回保険者による

健診・保健指導等に関する検討会

資料１-１
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１．特定健診・保健指導による評価指標等の推移

＜分析内容＞
○ 特定健診の結果、特定保健指導の対象と判断された者のうち、特定保健指導終了者とそれ以外の者について、翌

年度の検査データの差を、それぞれの年度ごとに、性・年齢階級別に比較
○ 分析対象者数 約200万人（各年とも）
＜分析結果＞
○ 特定保健指導終了者はそれ以外の者と比較すると、各年度、全ての性・年齢階級別において、腹囲、BMI、体重

が大きく減少しており、血糖、血圧、脂質等も改善
○ 特定保健指導（積極的支援）による評価指標等の推移は以下のとおり

中間取りまとめ概要

特定保健指導（積極的支援）による評価指標等の推移について（平成20-21年度推移）

総数

総数

【腹囲】

男性では約2.2cm（平成20-21年度）
約1.7cm（平成21-22年度）
約1.2cm（平成22-23年度）

女性では約3.1cm（平成20-21年度）
約2.2cm（平成21-22年度）
約1.7cm（平成22-23年度）

の減少

【体重】

男性では約1.9kg（平成20-21年度）
約1.3kg（平成21-22年度）
約1.0kg（平成22-23年度）

女性では約2.2kg（平成20-21年度）
約1.6kg（平成21-22年度）
約1.2kg（平成22-23年度）

の減少

23



中間取りまとめ概要

特定保健指導（積極的支援）による評価指標等の推移について（平成20-21年度推移）

血糖、血圧、脂質についても改善

総数

総数

総数

【血糖（HbA1c）】

男性では約0.04%（平成20-21年度）
約0.02%（平成21-22年度）
約0.02%（平成22-23年度）

女性では約0.05%（平成20-21年度）
約0.004%（平成21-22年度）
約0.03%4（平成22-23年度）

の減少

【血圧（収縮期血圧）】

男性では約2.0mmHg（平成20-21年度）
約1.3mmHg（平成21-22年度）
約1.0mmHg（平成22-23年度）

女性では約3.4mmHg（平成20-21年度）
約2.8mmHg（平成21-22年度）
約2.2mmHg（平成22-23年度）

の減少

【脂質（中性脂肪）】

男性では約27.2mg/dl（平成20-21年度）
約23.3mg/dl（平成21-22年度）
約17.2mg/dl（平成22-23年度）

女性では約26.4mg/dl（平成20-21年度）
約22.9mg/dl（平成21-22年度）
約18.8mg/dl（平成22-23年度）

の減少
24
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中間取りまとめ概要

２．保健指導レベルの改善状況

＜分析内容＞
○ 前年度の特定保健指導終了者について、翌年度の健診結果から、性・年齢階級別に、特定保健指導を受ける前後の保健指導

レベル（※）を分析

※ 積極的支援、動機付け支援、特定保健指導対象外等

○ 分析対象者数 約20～30万人（各年とも）

＜分析結果＞

○ 積極的支援終了者
・保健指導レベルが全般的に改善傾向にあり、改善効果は年齢階層別では大きな違いはないものの、性別でみると女性の方

が男性より強い傾向
○ 動機付け支援終了者

・保健指導レベルが改善した者が一定程度みられた

・積極的支援
特定保健指導対象者のうち、腹囲が一定数値以上で、追加リスク（血糖・
血圧・脂質）が２つ以上該当か、１つ該当かつ喫煙歴がある、64歳以下の
者への支援

・動機付け支援
特定保健指導対象者のうち、腹囲が一定数値以上で、追加リスクが１つ
該当かつ喫煙歴がない者への支援

※ 血糖・血圧・脂質の服薬者は含まない

特定保健指導（積極的支援）による保健指導レベルの改善状況について（平成20-21年度推移）
【男性（総数）】 【女性（総数）】

積極的支援により、男性では42.5%、女性では56.2%が保健指導レベルが改善
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42.5%
が改善

56.2%
が改善

参考）
*38.2%が改善
（平成21-22年度）

*35.9%が改善
（平成22-23年度）

参考）
*48.8%が改善
（平成21-22年度）

*45.7%が改善
（平成22-23年度）
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中間取りまとめ概要

３．メタボリックシンドロームの改善状況

＜分析内容＞
○ 前年度の特定保健指導終了者について、積極的・動機付け支援別、性・年齢階級別に、翌年度の健診結果から、 メタボリッ

クシンドロームの改善状況を分析

○ 分析対象者数 約20～30万人（各年とも）

＜分析結果＞

○ 積極的支援終了者
・メタボリックシンドローム基準該当又は予備群該当のうち、男性では約２～３割、女性では約３～４割が改善

○ 動機付け支援終了者
・メタボリックシンドローム基準該当又は予備群該当のうち、男性では約２～３割、女性では約1～２割が改善

【男性（総数）】 【女性（総数）】

特定保健指導（積極的支援）によるメタボリックシンドロームの改善状況について（平成20-21年度推移）
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積極的支援により、男性では約３割、女性では約４割が
メタボリックシンドローム脱出

約３割が
メタボ
脱出

約４割が
メタボ
脱出

・メタボリックシンドローム基準該当
腹囲が一定数値以上で、追加リスク（血糖・血圧・脂質）が２つ以上該当

・メタボリックシンドローム予備群該当
腹囲が一定数値以上で、追加リスクが１つ該当

※ 血糖・血圧・脂質の服薬者も含む

参考）
*約３割が
メタボ脱出

（平成21-22年度）

*約２割強が
メタボ脱出

（平成22-23年度）

参考）
*約３割が
メタボ脱出

（平成21-22年度、
平成22-23年度）
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腹囲：88.9cm（▲2.3cm）
体重：73.2kg（▲1.８kg）
血糖（HbA1c）：5.27%
血圧：128.6/81.9mmHg
脂質（中性脂肪）：164.0mg/dl

腹囲：91.2cm
体重：75.1kg
血糖（HbA1c）：5.31%.
血圧：130.5/83.3mmHg
脂質（中性脂肪）：191.3mg/dl

【実施前】 【実施後】

（参考）特定保健指導（積極的支援）の実施前後の比較（50-54歳男性の例）
（平成20-21年度推移）

・
評価指標等の推移
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６．被災地の支援・
災害時における対応等
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６．１ 被災者における健康支援と
保健師の確保対策
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都道府県・
市区町村 勤

務の
保健師
の場合

被災自治体における保健師確保の枠組み

新卒者、
ＯＢ、

民間企業
等の

保健師
の場合

被
災
自
治
体

地方自治法に基づく派遣（地方自治法第252条の17）

・派遣元・派遣先の両方の身分を有する

・勤務条件は基本的に大きな変更なし（同じ地方公務員）

※ 詳細は所属する自治体の人事課にお問い合わせください。

被災自治体の任期付職員採用

・被災自治体の職員の身分 ・勤務条件は被災自治体ごとに相違
※ 参考：復興庁H P     http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_109.html

※ 詳細は被災自治体の人事課にお問い合わせください。

復興庁職員として市町村駐在

・国家公務員非常勤職員の身分 ・勤務条件は復興庁職員のもの
（１年毎の契約。２回まで再採用。１年目：健康保険・厚生年金・雇用保険が適用。

２年目以降：医療保険・年金は内閣府共済組合の被保険者。雇用保険の適用なし。）

※ 参考：復興庁H P

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat9/sub-cat9-3/

※ 派遣枠組みについてのお問い合わせ先 復興庁地域班 03-5545-7343
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○ 長期にわたる仮設住宅等での生活を余儀なくされた被災者について、
健康状態の悪化を防ぐため、保健師による巡回保健指導などの各種健
康支援活動やそれらを担う専門人材の確保など、被災自治体における
健康支援活動の体制強化を支援。

○ 平成26年度予算で10億円を基金に積み増し

目的・概要

保健師等確保状況
（平成26年３月末現在）

岩手県 宮城県 福島県

７８名 １５名 ８名 ５５名

取組の進捗状況

【福島県内市町村】
○ 避難者の健康支援として、仮設住宅の集会所等を会場に
保健師、管理栄養士、歯科衛生士等が、季節にあった体調
管理や調理実習などによる栄養指導、口腔ケアや運動指導
など、避難先の生活に合わせた健康教室・健康相談を定期
的に実施している（６月に交付決定予定）。

【宮城県東松島市】
○ 子どもの肥満や大人のメタボ増などの問題が顕在化しつ
つあることから、子育て世代を対象とした「健康づくり食育
セミナー」をシリーズで開催している（６月に交付決定予定） 。

【岩手県山田町】
○ 応急仮設住宅集会場等において、気軽に相談できる“健康なんでも相談”を開催している（６月に交付決定予定） 。
【その他】
○ 被災自治体における保健師のさらなる確保に向けた取組に係る協力依頼について、平成26年３月末に復興庁と連名で、関係団体
及び全国の自治体あてに通知を発出した。

○ ５月中旬に本省職員が被災地を訪問し、現地で働く保健師への聞き取り調査等を行った。

【福島県内市町村】
○ 避難者の健康支援として、仮設住宅の集会所等を会場に
保健師、管理栄養士、歯科衛生士等が、季節にあった体調
管理や調理実習などによる栄養指導、口腔ケアや運動指導
など、避難先の生活に合わせた健康教室・健康相談を定期
的に実施している（６月に交付決定予定）。

【宮城県東松島市】
○ 子どもの肥満や大人のメタボ増などの問題が顕在化しつ
つあることから、子育て世代を対象とした「健康づくり食育
セミナー」をシリーズで開催している（６月に交付決定予定） 。

【岩手県山田町】
○ 応急仮設住宅集会場等において、気軽に相談できる“健康なんでも相談”を開催している（６月に交付決定予定） 。
【その他】
○ 被災自治体における保健師のさらなる確保に向けた取組に係る協力依頼について、平成26年３月末に復興庁と連名で、関係団体
及び全国の自治体あてに通知を発出した。

○ ５月中旬に本省職員が被災地を訪問し、現地で働く保健師への聞き取り調査等を行った。

最近の主な活動状況

健康教室・健康相談 健康づくり食育セミナー 健康なんでも相談

被災地健康支援事業
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東日本大震災被災自治体における保健師
の確保に向けた取組への協力依頼

○東日本大震災の被災自治体から、保健師の派遣要望が寄せ
られていることから、保健師の確保に向けた取組の強化が課題
となっているところ。

○被災自治体における保健師の確保に向けた取組に係る協力
依頼について、平成26年３月末に復興庁と連名で、関係団体及
び全国の自治体あてに通知を発出。

関係団体：日本看護協会

全国保健師長会

日本看護系大学協議会
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被災市町村の保健師派遣要望に係る状況
（平成26年8月1日時点）

県名 市町村名 要望人数
（人）

岩手県
釜石市 2

小 計 2

宮城県

石巻市 2

気仙沼市 1

女川町 2

小 計 5

福島県

二本松市 1

川内村 1

大熊町 1

小 計 3

合 計 7市町村 10

出典：総務省ＨＰ
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保健師の確保に向けた保健指導室の更なる取組

○ 被災自治体の保健活動基盤の再生に向けた会議の開催

34

・ 保健指導室が被災自治体とともに、中長期的視点に立っ

た保健活動のあり方について検討

・ 自治体、看護系大学等関係者に協力を依頼

○ 被災自治体での保健師職を希望する者の更なる確保

○ ナースセンターのデータベースの活用 等



６．２ 災害時に備えた派遣登録
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保健師等の災害時派遣調整に係る情報登録

【派遣調整の根拠】

• 防災基本計画 第２編 第２章 第７節

（前略）厚生労働省は、必要に応じ、又は被災地方公共団体の要請に基づ
き、保健師等の派遣計画の作成など保健活動の調整を行うものとする。
（中略）厚生労働省は、必要に応じ、又は地方公共団体の要請に基づき、
他の地方公共団体からの協力確保等必要な調整を行うものとする。

• 厚生労働省防災業務計画 第２編 第２章 第４節の３

厚生労働省健康局は、被災都道府県からの公衆衛生医師および保健指
導の派遣要請数を確認し、被災都道府県以外の都道府県との調整を行う
ほか、被災都道府県・市町村の行う被災者等の健康管理に関し、必要な
支援を行う。ただし、緊急を要する場合は、被災都道府県からの要請を待
たずに被災都道府県以外の都道府県に対し、保健師等の応援、派遣等を
求めた上で、被災都道府県に対し、その旨を通知する。
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保健師等の災害時派遣調整に係る情報登録
【大規模災害時の派遣要請～派遣開始までの手続きの流れ（大規模災害の場合）】

出典：平成24年度地域保健総合推進事業「被災地への保健師の派遣の在り方に関する検討会」報告書ｐ.８ 図４ 改変
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保健師等の災害時派遣調整に係る情報登録

【情報登録の目的】

あらかじめ、現時点での保健師等の災害時派遣調整に係る
情報（派遣の可否や体制等）を登録していただくことにより、災
害発生時の派遣調整を速やかに行うことを目的とする。

【対象自治体】

都道府県４７、指定都市２０、中核市４３、政令市８、

特別区２３ の計１４１自治体
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保健師等の災害時派遣調整に係る情報登録

【登録内容】

• 派遣調整連絡先（保健師等の派遣調整を行う担当部署・担
当者名）

• 派遣体制

• 派遣可能な職種

• 災害時相互応援協定（独自協定）の有無

• 過去の災害時に保健師を派遣した実績 等

情報登録にご協力頂き
ありがとうございました
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７．保健師活動領域調査の結果に
ついて
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保健師活動領域調査の概要

【目的】

近年の少子高齢化、地域住民のニーズの多様化に対応するため、保健・医療・福
祉の連携が図られているところであり、保健師等の活動領域も従来の保健分野に
限らず、医療や福祉分野、加えて医療制度改革に伴い、更に広がりをみせている
ことから、その実態を的確に把握し、今後の保健師等活動に関する様々な施策を
検討・実施するための基礎データとすることを目的として実施するもの。

【調査時期】

平成26年5月1日時点

【調査対象】
全都道府県、市町村自治体

【調査項目】

地方自治体における保健師の所属、職位等

※本調査は領域調査（毎年実施）と活動調査（3年毎実施）からなり、平成２６年度は
領域調査のみを実施
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常勤保健師数の推移

S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
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全国の所属部門別常勤保健師数の推移
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出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果



都道府県の所属部門別（詳細）常勤保健師数の推移
（単位：人）
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保健所設置市の所属部門別（詳細）常勤保健師数の推移
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出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果



特別区の所属部門別（詳細）常勤保健師数の推移
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（単位：人）
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出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果



職位別常勤保健師数の推移（都道府県）

出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果

0 

0

1

2

2

2 

1

2

0

0

206 

195

181

166

168

1,073 

1,061

998

1,029

965

1,570 

1,648

1,683

1,813

1,969

2,090 

2,024

2,094

1,962

1,871

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

平成２６年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

部局長級 次長級 課長級 課長補佐級 係長級 係員

47

（単位：人）



職位別常勤保健師数の推移（保健所設置市）

出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果
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職位別常勤保健師数の推移（市町村）

出典：平成２２～２６年度 保健師活動領域調査（領域調査）結果
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８．保健師の人材育成をめぐる
動向
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８．１ 人材育成の現状
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保健師の研修等の根拠となる法律等

【健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針】
○担当者の資質の向上のため、加入者の生活習慣の改善等に向けた取組の目的及び内容を理解さ

せ、さらに知識及び技術を習得させるため、定期的な研修を行う

【地方公務員法】
○職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければなら

ない

【地域保健法】
○市町村は、地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質

の向上等に努めなければならない
○地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならない
○地域保健対策の推進に関する基本指針では地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並び

に人材確保支援計画の策定に関する基本的事項 を定める

【保健師助産師看護師法】
○保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修等を受け、その資質の向上

に努めなければならない

○国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護
師等の処遇の改善その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他
の措置を講ずるよう努めなければならない

○看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民
の保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を
図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない

【看護師等の人材確保の促進に関する法律】
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① 保健師は、人間の生命、健康、生活に深く関わる職業であり、住民（労働者）の健やかな
暮らしと、生活者としての価値観及び人権を尊重することを基本とし、その基本的知識・技
術及び倫理観は生涯にわたって研鑽されるべきものである。新人保健師研修においては、
専門職業人として成長する上で生涯にわたり自己研鑽を積む基本姿勢を育成することが
重要である。

② 新人保健師研修は、基礎教育で学んだ知識・技術を土台に、実践活動を通して、保健師
活動の基本的視点を形成するための基礎となる研修である。

③ 新人保健師を支えるためには、指導者のみならず全職員が新人保健師に関心を持ち、皆
で育てるという組織文化の醸成が重要である。特に、保健師の活動の場が広がる中、どの
ような体制下においても保健師に必要な視点を十分育成できることは不可欠である。この
ガイドラインは新人保健師に求められる基本的能力と、その能力を育成するために必要な
体制等を示すと同時に、新人保健師育成を通して周囲の職員が共に成長することを目指
すものである。

●新人保健師の到達目標として、1年以内に経験し修得を目指す項目とその
到達の目安を示している

●研修体制や研修方法は、各所属機関の特性、研修に対する考え方、職員
の構成等に合わせて行えるように、研修体制、研修方法、研修プログラム、
技術指導の例を参考として示している

理念

特徴

【新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～】
（平成23年2月）

53http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/oshirase/dl/130308-3.pdf



研修における連携の例

54

人材育成の中核となる保健所

研修責任者

プログラム企画・運営組織（委員会等）

中央研修（Off-JT）
教育担当者

大学
保健師等養成機関

関係団体

OJT

実際に
出向き支援

支援

連携

D市
E町

支援

OJT
OJT

OJT

OJT

G企業

研修実施機関

教育担当者

F施設
H市

支援

OJT

研修実施機関

教育担当者

A村

B企業

支援

OJT
OJT

OJT

支援

支援

Off-JT

※OJT(On the Job Training): 職場内教育 Off-JT(Off the Job Training): 職場外教育

C市

Off-JT

OJT

OJT

注：人材育成の中核と
なる機関は、保健
所、都道府県・政令
指定都市本庁、大
学、関係団体等と地
域の状況に応じて設
定する。

実際に
出向き支援

例：保健所、支社
分院 等

実際に
出向き支援

実地指導者

研修実施機関

実地指導者



「新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～」
を踏まえての各自治体の取り組み状況

55

ご協力ありがとうございました。

アンケート調査

平成２６年５～６月に実施

対象：都道府県、指定都市、中核市

政令市、特別区

回収率：１００％



新人保健師ガイドラインの作成状況
（平成26年度）
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52%

38%

37%

35%

40%

17%

13%

23%

60%

55%

26%

50%

37%

5%

4%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別区

政令市

中核市

指定都市

都道府県

新人向けに単独で作成 新任期から管理期までを包括的に作成 未作成 記入なし

（ｎ=47)

（ｎ=20)

（ｎ=43)

（ｎ=8)

（ｎ=23)

（単位：％）



新人保健師の研修実施機関
（平成２６年度）

1.研修実施のための中核機関の有無

２．中核機関「あり」と回答した自治体の詳細
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83%

63%

91%

100%

100%

17%

38%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特別区

政令市

中核市

指定都市

都道府県

あり

なし

（ｎ=20）

（ｎ=47）

（ｎ=43）

（ｎ=8）

（ｎ=23）

（単位：％）

17%

13%

12%

60%

66%

57%

25%

60%

25%

15%

2%

9%

25%

19%

15%

19%

17%

38%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特別区

政令市

中核市

指定都市

都道府県 本庁

保健所

大学

その他

未記入

（ｎ=47）

（ｎ=20）

（ｎ=39）

（ｎ=5）

（ｎ=19）

（単位：％）



研修責任者の配置状況
（平成26年度）
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78%

63%

77%

85%

89%

22%

38%

23%

15%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別区

政令市

中核市

指定都市

都道府県

あり なし

（ｎ=４７）

（ｎ=２０）

（ｎ=４３）

（ｎ=４３）

（ｎ=２３）

（単位：％）



教育担当者の配置状況
（平成26年度）
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87%

63%

63%

95%

85%

13%

38%

37%

5%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別区

政令市

中核市

指定都市

都道府県

あり なし

（ｎ=４７）

（ｎ=４３）

（ｎ=８）

（ｎ=２０）

（ｎ=２３）

（単位：％）



実地指導者（プリセプター等）の配置状況
（平成26年度）

実地指導者（プリセプター等）の配置状況
（平成26年度）

60

（単位：％）

100%

63%

95%

100%

94%

38%

5%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別区

政令市

中核市

指定都市

都道府県

あり なし

（ｎ=４７）

（ｎ=２０）

（ｎ=４３）

（ｎ=８）

（ｎ=２３）



61

８．２ 「統括的な役割を担う保健師」
を機能させるために



【市町村保健活動の再構築に関する検討会報告書（平成19年3月）】

人材育成や地域全体の健康課題を明確にして活動する観点から、保健衛生部

門に保健師を技術的に指導・調整する統括的な役割をもつ保健師を配置するこ

とが望ましい。

【地域における保健師の保健活動に関する検討会報告書（平成25月3月）】

様々な部署に配置されている保健師を技術的及び専門的側面から横断的に調

整・支援し、災害時には保健師の派遣調整等を行う統括的な役割を担う保健師

を配置するよう努める。

【地域保健対策検討会報告書（平成24年3月）】

保健師の人材育成に当たっては、分散配置が進む中で、現任教育を充実させ、

業務の中で地域を見る力や企画力を育成していくことが必要であり、組織横断的

に、計画的かつ、効果的に人材育成を進めるためには、保健所、市町村におい

て、統括的な役割を担う保健師を配置することが望ましい。

62

「統括的な役割を担う保健師」に係る検討経過



「地域における保健師の活動について」
（平成25年4月19日付け健発0419第1号）

記の３（抜粋）

保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、技術的及び専
門的側面から指導する役割を担う部署を保健衛生部門等に明確に位置付
け、保健師を配置するよう努めること。

別紙 地域における保健師の保健活動に関する指針

４ 都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁

（１）保健活動の総合調整及び支援を行うこと（抜粋）

保健師の保健活動の総合調整等を担う部署に配置された保健師は、住

民の健康の保持増進を図るための様々な活動等を効果的に推進するた
め、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、人材育成や
技術面での指導及び調整を行うなど統括的な役割を担うこと。

63

通知・指針



８．３ キャリアパスの構築に
向けた展望

64



65

通知・指針
「地域における保健師の活動について」

（平成25年4月19日付け健発0419第1号）

記の４（抜粋）

都道府県及び市町村は、保健師が新たな健康課題や多様化、高度化する住民のニーズに的確
に対応するとともに、効果的な保健活動を展開するために、常に資質の向上を図る必要があるこ
とから、保健師の現任教育（研修（執務を通じての研修を含む。）、自己啓発の奨励、人材育成の
観点から計画的な人事異動その他の手段による教育をいう。）については、各地方公共団体にお
いて策定した人材育成指針により、体系的に実施すること。

別紙 地域における保健師の保健活動に関する指針
第二
１ 都道府県保健所等
（５）研修（執務を通じての研修を含む。）

市町村及び保健、医療、福祉、介護等に従事する者に対する研修を所属内の他の職員等と
協働して企画及び実施すること。

４ 都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁
（２）保健師の計画的な人材確保を行い、資質の向上を図ること。（抜粋）

イ 地方公共団体の人材育成指針に基づき、職場内研修、職場外研修、人材育成の
観点から異なる部門への人事異動、都道府県と市町村（保健所設置市、特別区を
含む。）間等の人事交流及び自己啓発を盛り込んだ保健師の現任教育体系を構築
し、研修等を企画及び実施すること。



職位別常勤保健師数の推移

H２２年度 H２３年度 H２４年度 H２５年度 平成26年度

部局長級

（うち
本庁）

３３

（１８）

３２

（２１）

３０

（２２）

３７

（２９）

４２

（３１）

課長級

（うち
本庁）

８０７

（３３３）

８５７

（３６５）

９５７

（３７０）

１，０４６

（３９８）

１，１５９

（４１２）

（単位：人）

資料出典： 平成２２～２６年度保健師活動領域調査
※各年度５月１日時点

２倍！

４割増！
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キャリアラダーとは

資料出典：厚生労働科学研究費補助金地域健康危機管理研究事業「保健師指導者の育成プログラムの

開発」（主任研究者：佐伯和子、平成17年度総括・分担研究報告書）より抜粋 67

○キャリアラダーとは、当該組織の人的資源管理ならびに総合
的な人材開発を目的とした個人支援システムである。

○保健師のキャリアラダーは、職務の目的、社会に対する成果
責任の特性を踏まえて考える必要がある。

○キャリアラダーの基本軸となるのは保健師のコンピテンシー
であり、それは、職業経験に伴い発達が確認できる項目である
こと、項目の内容には、知識・技術的側面とともに思考的側面
（分析、判断、企画、調整、管理等）を取り上げることが重要で
ある。



キャリアラダーの事例①

資料出典：厚生労働科学研究費補助金地域健康危機管理研究事業「保健師指導者の育成プログラムの

開発」（主任研究者：佐伯和子、平成19年度総括・分担研究報告書）より抜粋 68



69資料出典：倉敷市資料を要約・改変

新任期
（1～3年目）
【個人・家庭】

中堅前期
（4～10年目）
【担当地区】

中堅後期
（11～17年目）

【地域全体】
（5地区）

ﾘｰﾀﾞｰ期
（18年目前後～）

【市全体】

管理期
（管理職～）

個人・家庭
支援能力

一生懸命相手
のことを思い、
関わる

情報の収集・整
理をし、的確に
アセスメントでき
る

複雑化及び多
問題の家族に
おけるコーディ
ネートができる

後輩や同僚へ
スーパーバイズ
できる

行政組織として
の判断を行い、
指示・指導がで
きる

連携・調整
能力

担当地域の既
存の社会資源
を把握し、活用
する

担当地区の健
康課題に基づき、
地区の社会資
源をコーディ
ネートする

市全体における
事業の位置づ
けを把握した連
携・調整

健康課題に対
する市全体をマ
ネジメントする

保健部門として
担う役割を認識
し、それを達成す
るため、明確に
組織内に伝える

人材育成
能力

自ら課題を見
出し、助言を得
ながら取り組
むことができる

後輩と一緒にア
セスメントや対
応方法を共有、
整理できる

事業の位置づ
けや地域の健
康課題を把握し
た後輩指導が
できる

スタッフの能力・
特性を理解した
後輩指導

人材の適性を見
極め、適切な業
務配分ができる

キャリアラダーの事例②



キャリアパスとは

キャリアパス

○ ある職位や職務に就任するために必要な一連の

業務経験とその順序、配置異動のルート

（人事労務用語辞典より）

○ 昇進・昇格のモデル、あるいは人材が最終的に目

指すべきゴールまでの道筋のモデル

（人材マネジメント用語集より）
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キャリアパスの事例

71資料出典：平成23年2月「保健福祉関連専門職種のあり方について」北九州市保健福祉局

次頁へ続く



キャリアパスの事例（続き）

72資料出典：平成23年2月「保健福祉関連専門職種のあり方について」北九州市保健福祉局

前頁より



キャリアパスの必要性について

73

・保健師が本庁の管理職に就任

・「統括的な役割を担う保健師」が必要

・管理職や「統括的な役割を担う保健師」に求められる能力

は、現場のそれとは異なるものがあるのではないか

・職務経験、研修等を通して意識的・計画的に育成すること

が必要

・「ある職位や職務に就任するために必要な一連の業務経

験とその順序、配置異動のルート」であるキャリアパスを示

すことが必要

・管理職以外のキャリアパスも必要



保健師のキャリアパスの構築に向けた展望

74

キャリアパスについて共通のイメージを持つ

順次広げていく

「モデル」を作る

キャリアパスの必要性についてコンセンサスを得る

（まずは保健師、その上で自治体内）



８．４ 研修等のあり方に関する
検討会等

75



「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会」

76

＜開催の趣旨＞



１．保健師の研修に係る現状と課題

（１）保健師をめぐる地域保健関連施策等の動向

○各分野における様々な制度改正等による保健師の配置や活動の変化

○平成24年７月「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の改正

○平成25年4月「地域における保健師の保健活動について」及び「地域における保健師の保健活

動 に関する指針」に示された保健師の人材育成や今後の保健活動等への期待

○東日本大震災の支援等を通じた保健師による地域活動の意義の明確化

（２）保健師の人材育成に係る現状と課題

○業務内容や配置の変化による保健師に求められる資質等への影響

○自治体における保健師の人材育成指針等の策定状況

○新任期、中堅期、管理期及び統括的な役割を担う保健師の人材育成の実情

・各期の考え方の整理について

・保健師に求められる能力の整理について

・キャリアパス策定の必要性

○研修体制と人事管理との関連づけの必要性

○保健師以外の職員を対象とした研修との関連性

○産休・育休取得者へのキャリア継続支援
77

これまでの議論の整理 （中間とりまとめ骨子案）①これまでの議論の整理 （中間とりまとめ骨子案）①

【第４回（１０月１６日）検討会資料】



２．体系的な研修体制の構築

（１）各自治体における体系的な研修体制構築の必要性

○自治体や企業における研修体系の整備状況等

○制度等の変化に応じた役割を果たせるよう研修体制を構築する必要性

○自治体職員及び保健専門職の両側面からの人材育成の必要性

（２）既存の研修事業の位置づけの明確化と見直しの必要性

○保健師を対象とした既存の研修事業の実施状況

○自治体の実情や保健師のニーズに即した研修事業のあり方

（３）保健師の研修における関係機関等の連携のあり方

○都道府県と市町村との連携

○大学等の教育機関と自治体との連携

○関係団体等が実施する研修の活用

３．今後の議論の進め方

78

これまでの議論の整理 （中間とりまとめ骨子案）②これまでの議論の整理 （中間とりまとめ骨子案）②

【第４回（１０月１６日）検討会資料】



平成２６年度厚生労働科学研究費補助金

地域保健に従事する人材の計画的育成に関する研究
（平成26年度～）

79

キャリアパスモデルの構築

「統括的な役割を担う保健師」の機能発揮に向

けた課題の整理と対応の方向性の提言

自治体と県立大学等との連携

研修・教育プログラムの作成

「検討会」とも連携しながら、先を見据えた研究を実施


